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2はじめに

◼ 三次①応札不足対応に関して、調整力提供者から、「需給調整市場には最大強度1.5倍の金銭的ペナルティが
あるため、現行の価格規律※では需給調整市場への参加インセンティブが低い。」というご意見を頂いているところ。

◼ 市場参加インセンティブを高める方法としては「金銭的ペナルティの緩和」もしくは「価格規律の見直し」が考えられる
ところ、社会コストの増加を最大限抑制する観点から、今回は「金銭的ペナルティの緩和」について検討したため、その
内容についてご議論いただきたい。

◼ あわせて、2021年度の取引開始から現在に至るまでに顕在化したアセスメントⅡに係る事象や継続検討としていた
課題について、対応の方向性を検討したため、その内容についてもご議論いただきたい。

➢既に取引の開始されている三次①において、アセスメントⅡ不適合となる事例が発生した

➢第25回本小委員会において、複合約定ロジックによる商品（以下、複合商品）のアセスメントを整理した際、
その考え方を基に既存の調整電源の応動実績がアセスメントⅡの許容範囲に収まっているか分析を行ったところ、
許容範囲を逸脱している事例が発見された

➢落札した商品以外の指令を受けた場合（同一のリソースが余力活用により複数の指令信号に対して応動した
場合）のアセスメントⅡの方法が明確になっていない

※固定費の回収済みの電源については、マージン上限が10%



3（参考）需給調整市場における検討課題について（１／２）

出所）第35回需給調整市場検討小委員会（2023年1月24日）参考資料1をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_35_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_35_haifu.html


4（参考）需給調整市場における検討課題について（２／２）

出所）第35回需給調整市場検討小委員会（2023年1月24日）参考資料1をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_35_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_35_haifu.html
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7金銭的ペナルティに関する振り返り（１／３）

◼ 現在の需給調整市場において、アセスメントⅠ（ΔkWの供出可否の確認）の不適合度合いおよびアセスメントⅡ
（応動実績の確認）に応じた金銭的ペナルティが課せられており、その最大強度としてはΔkW落札価格の1.5倍
となっている。

➢アセスメントⅠ：不適合度合いに応じて、ペナルティが増加（段階的ペナルティ）

➢アセスメントⅡ：不適合度合いは関係なく、不適合となればペナルティⅠと合わせて、1.5倍のペナルティ

◼ これは言い換えると、調整力提供者が需給調整市場への供出対価を受け取れず、更にΔkW落札価格の0.5倍を
一般送配電事業者に支払うこととなる。

出所）取引ガイド（三次調整力②）（2022年4月1日）
https://www.tdgc.jp/jukyuchoseishijo/outline/docs/guide3rd2_220401.pdf

【アセスメントⅠに対するペナルティ（ペナルティⅠ）】 【アセスメントⅡに対するペナルティ（ペナルティⅡ）】

https://www.tdgc.jp/jukyuchoseishijo/outline/docs/guide3rd2_220401.pdf


8金銭的ペナルティに関する振り返り（２／３）

◼ ペナルティの最大強度1.5倍については、電源Ⅰ´を参考に設定している。

◼ なお、設定当時において、ペナルティ強度が強ければ参入障壁となり、弱くすればΔkWの確保および応動のインセン
ティブが失われるとしており、実態に応じて適宜見直すとしていた。

【アセスメントⅠに対するペナルティ】 【アセスメントⅡに対するペナルティ】

出所）第11回需給調整市場検討小委員会（2019年4月25日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_11_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_11_haifu.html


9（参考）調整力公募（電源Ⅰ´）のペナルティ強度

出所）第11回需給調整市場検討小委員会（2019年4月25日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_11_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_11_haifu.html


10（参考）調整力公募ガイドライン

出所）一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方（2021年4月15日）
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/001/pdf/choseiryokugl.pdf

（５）費用精算に関する事項
④ ペナルティの内容について

イ) 全く調整力を提供することができなかった場合
• 調整力を提供することができなかった期間に対応する容量（kW）価格を受け取れない
• 調整力を提供することができない期間が長期に亘る場合、契約の解除

ロ) 調整力を提供したものの、一般送配電事業者から指令された要件を満たさなかった場合
• 調整力を提供することができなかった期間に対応する容量（kW）価格を受け取れない
• 調整力としての一定の貢献が認められる場合は、電力量（kWh）価格については、提供した

電力量（kWh）に応じて費用精算を行う
• 契約している電源等が要件に適合していない場合、契約の解除

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/001/pdf/choseiryokugl.pdf


11金銭的ペナルティに関する振り返り（３／３）

◼ 調整力提供者にとっては需給調整市場への参加により利益を得られることが重要であり、一般送配電事業者は
安定供給上、必要不可欠な調整力を確実に提供してもらうことが重要であるため、一般送配電事業者は調整力
提供者に対し、調整力提供の対価を支払っている。

◼ 他方、調整力の提供が不足（ΔkW確保不足、応動過不足）した場合には、対価を減額する（金銭的ペナルティ
を課す）ことで、調整力の提供不足が起こりにくいようインセンティブを与えている。

◼ そのため、金銭的ペナルティを弱くし過ぎれば、応札量（および市場参加者）が増加する一方で、調整力の不足
（ひいては安定供給に支障）に陥ってしまい、逆に金銭的ペナルティを強くし過ぎれば、調整力維持（安定供給）
に繋がる一方で、応札量（市場参加者）が増えず市場として機能しなくなることが懸念される。

【ペナルティ強度とインセンティブの関係（イメージ）】

市場参加インセンティブ

ΔkW確保・応動インセンティブ

ペナルティ強度 0倍 1倍 1.5倍 2.0倍以上

低高

低 高

現行のペナルティⅠ強度
0～1.5倍

現行のペナルティⅡ強度
1.5倍
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13応札不足を踏まえたインセンティブに係る課題について

◼ 応札不足が顕在化している現状、および調整力提供者から実際に頂いたご意見を踏まえると、現行の価格規律に
おいては、ペナルティリスク（金銭支払いリスク）を負ってまで、市場に参加するインセンティブが少ないことが課題だと
考えられる。

◼ 市場参加インセンティブを高める方法として、「価格規律の見直し」あるいは「金銭的ペナルティの緩和」が考えられる
ところ、社会コスト増加を最大限抑制する観点※から、「金銭的ペナルティの緩和」について検討を行った。

※金銭的ペナルティは、その支払いを調整力提供者に求めること（それに伴う一般送配電事業者の支出を減らすこと）に意義がある訳ではなく、
調整力提供者に適切な調整力の提供（ΔkW確保・応動）を促すことで、安定供給を志向する仕組みである。



14金銭的ペナルティ緩和による影響検討について（ケーススタディ）

◼ 今回、金銭的ペナルティ緩和による影響を検討するにあたって、以下のケースを設定し、調整力提供者および一般
送配電事業者の収支構造に着目して、ケーススタディを行った。

◼ なお、簡単化のため、不足インバランスに対して上げ調整を行った場合とし、一般送配電事業者の支出は託送収入
およびインバランス収入により回収可能と設定した。

ケース アセスメントⅠ アセスメントⅡ ペナルティ強度

１ 適合 適合 0倍

２
不適合

（100%不適合）
不適合

（アセスメントⅠが100%不適合のため）
1.5倍

３ 適合 不適合 1.5倍



15ケース１（アセスメントⅠ・Ⅱ適合）

◼ アセスメントⅠ・Ⅱ達成時においては、調整力提供者にとって、調整力ΔkW市場でのΔkW料金および調整力kWh
市場でのV1料金それぞれのマージンが利益となっており、これが需給調整市場への参加インセンティブとなる。

◼ 他方で、一般送配電事業者にとって、両市場での収支構造としては、基本的に支出と収入は相殺される。

調整力提供者の収支（イメージ） 一般送配電事業者の収支（イメージ）

調整力
ΔkW
市場

調整力
kWh
市場

起動費
持替費

ΔkW
料金

ΔkW
料金

託送
料金

燃料費

V1
料金

ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ
料金

V1
料金

マージン

マージン

支出 収入 支出 収入

支出 収入支出 収入

マージンを得る機会があることに
より、参加インセンティブがある

ΔkW確保に係る費用は、
基本的には託送料金で
回収される

マージンを得る機会があることに
より、参加インセンティブがある

上げ調整に係る費用は、
基本的にはインバランス
料金で回収される

※インバランス単価は限界調整
費用である一方、上げ調整に
係る費用はリソース次第である
ことを踏まえるとプラスとなる

収入＞支出
収入＜支出
収入＝支出±0

±0

±0

※イメージに記載はないが、未回収
固定費もΔkW料金に計上する
ことが可能であることも参加インセ
ンティブに繋がる



16ケース２（アセスメントⅠ・Ⅱ不適合）

◼ アセスメントⅠ不適合時、調整力提供者にとっては実質的に調整力ΔkW市場での収入がなくなり、ペナルティ
（支払い）の負担が発生し、調整力kWh市場では余力がないことから発動もなく、収支は発生しない状況。

◼ 他方、一般送配電事業者においては、調整力ΔkW市場でペナルティ分の収入増となるが、ΔkWの代替確保費用
が発生する場合がある。調整力kWh市場では代替確保含めKJC演算結果になることで、収支は相殺される。

調整力提供者の収支（イメージ） 一般送配電事業者の収支（イメージ）

調整力
ΔkW
市場

調整力
kWh
市場

起動費
持替費

ΔkW
料金

代替
確保
費用

託送
料金

燃料費

V1
料金

ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ
料金

V1´
料金

支出 収入 支出 収入

支出 収入支出 収入

ペナル
ティ

ペナル
ティ

※市場外確保
した場合※相殺した差分

費用負担が発生することに
より、ΔkWを適切に供出
するインセンティブになる

代替確保費用が発生し、
かつその費用がΔkW料金より
高い場合でも、ペナルティ分の
活用が可能
※必ずしも代替確保費用を全額

補填できるわけではない

※V1´は代替電源調整単価

上げ調整に係る費用は、
基本的にはインバランス
料金で回収される
※インバラ単価は限界調整費用である

一方、上げ調整に係る費用はリソース
次第であることを踏まるとプラスとなる

収入＞支出
収入＜支出
収入＝支出±0

±0±0

ΔkWがない、つまりkWhとして
発動することがないため、
支出・収入ともに発生しない

※ペナルティにより相殺

※相殺した差分



17ケース３（アセスメントⅠ適合、アセスメントⅡ不適合）

調整力提供者の収支（イメージ） 一般送配電事業者の収支（イメージ）

調整力
ΔkW
市場

調整力
kWh
市場

起動費
持替費

ΔkW
料金

託送
料金

ｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ
料金

V1
料金

支出 収入 支出 収入

支出 収入支出 収入

ペナル
ティ

ペナル
ティ

※差分で表現

ΔkW
料金

◼ アセスメントⅡ不適合時、調整力提供者にとっては起動費等が発生するのに加え、ペナルティ（支払い）の負担が
発生する。調整力kWh市場では、応動した分のみの対価はあり、一定のインセンティブがあると考えられる。

◼ 一般送配電事業者においては、調整力ΔkW市場でペナルティ分の収入増となり、調整力kWh市場では応動不足
に対するエリア内調整力での代替供給によりインバランス単価との差分は負担増となる。

燃料費

V1
料金

マージン

V1´
料金

※V1´はエリア内調整単価

起動費等に費用が掛かること
に加え、ペナルティ（支払い）
も負担することから、応札ディス
インセンティブとなる

託送料金に加えペナルティ
分の収入が得られる
※但し、応動不足を他の調整力で

代替できない場合は、安定供給
に影響がある

応動不足分は別のエリア内
調整力で補うこととなる
基本的にはKJC演算結果より
V1´は高くなるため、kWh市場
の収支は悪化する方向

応動不足であっても、
応動分の回収は可能

収入＞支出
収入＜支出
収入＝支出±0

※ペナルティにより相殺

※相殺した差分



18ケーススタディの結果を踏まえた考察について

◼ これまでの金銭的ペナルティの設定経緯や、調整力が安定供給上重要であることから、ケース２のようにΔkWを確保
（アセスメントⅠ適合）させるよう、調整力提供者にインセンティブを求める（調整力提供者にとっては負担となる）
ことは合理的と考えられる。また、一般送配電事業者にとっては、代替確保費用が追加で嵩んだ場合にはペナルティ
（調整力提供者からの支払い）分を割り当てることが可能であり、収支構造としても合理的なものとなっている。

◼ 他方で、ケース３のとおり、ΔkWを確保（アセスメントⅠを達成）していたとしても、応動が不足した場合には、ΔkW
確保の有無に関わらず、最大のペナルティ強度である1.5倍が課せられることから、調整力提供者にとっては応札への
強いディスインセンティブになるものと考えられる。また、一般送配電事業者にとっても、託送収入に加え、ペナルティ分
（調整力提供者からの支払い）の収入が加算される一方、ΔkW市場での支出がなくなり収支構造として必ずしも
合理的なものになっていない可能性がある。



19金銭的ペナルティ緩和の方向性について

◼ 金銭的ペナルティを緩和する案としては、ペナルティ強度の最大値（1.5倍）を下げることや、アセスメントⅡがアセス
メントⅠに比べ厳しいことを踏まえ、アセスメントⅡのみペナルティ強度を緩和することも考えられ、下記案が挙げられる。

◼ なお、最大強度を1.0倍より下げると、調整力提供者はΔkW供出量を確保しなくとも、あるいは全く応動しなくとも、
対価を受け取ることができるため、少なくとも最大強度1.0倍は確保する必要がある。

◼ アセスメントⅠはΔkWの供出可否の確認であり、調整力提供者が意図的に確保しない場合もありうる一方、アセス
メントⅡは調整力提供者の意図とは別に不適合となりうること、ならびに調整力提供者の市場参加インセンティブや、
一般送配電事業者の収支構造（ペナルティ時に極力差損を発生させない）を考慮し、ペナルティⅡのみ強度を
1.0倍にすることとしてはどうか。なお、今後も取引実態に応じて、適宜ペナルティ強度を見直すこととしたい。

案 説明 考え方 評価

１
ペナルティⅠ・Ⅱの最大
強度を１.0倍とする

最大限の参加インセンティブを
付与する

・調整力提供者にとって支払いリスクがなく、大きな参加インセンティブとなる 一
方で、ペナルティⅠの際には一般送配電事業者側に差損が発生する可能性

２

ペナルティⅠ・Ⅱの最大
強度を低減する
（1.0＜強度＜1.5）

ΔkW確保・応動インセンティブ
も一定程度確保しつつ、参加
インセンティブを増加させる

・上記に比べると、ΔkW確保・応動インセンティブは強くなるが、一般送配電
事業者側に差損が発生しない倍率設定が難しい

３
ペナルティⅡのみ
強度を1.0倍とする※

ペナルティⅡがペナルティⅠと
比べ厳しいため、強度に差を
設けつつ、参加インセンティブを
付与する

・ペナルティの厳しさが異なることを踏まえると、強度に差を設けることは一定の
合理性があると考えられる

・一般送配電事業者に差損が発生しない範囲（差損が大きくない範囲）で、
最大限の参加インセンティブを付与することが可能となる

４

ペナルティⅡの強度を
0~1.5倍とする※

（アセスⅠ同様に達成
度合いに応じた強度）

最大強度1.5倍のまま、応動
インセンティブを維持しつつ、
ペナルティの厳しさを合わせる

・アセスⅡにおける達成度合いという新たな考え方の検討が必要
・最大強度は変わらないため、市場参加インセンティブは弱い

※ペナルティⅠ・Ⅱのうち大きい方を採用する



20

出所）第11回需給調整市場検討小委員会（2019年4月25日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_11_haifu.html

（参考）作為的な応動インセンティブの低下について

◼ 前述の整理のとおり、ペナルティⅡ強度を下げることで、調整力提供者の応動インセンティブが低下し、調整力の発動
不足による安定供給への懸念も考えられる。

◼ この点、事前審査により要件を満たさないリソースは市場参入できないこと、調整力提供者によるΔkW確保には、
起動費や持替費用などそれ自体にコストが掛かっている可能性が高いこと（ペナルティⅡ強度が1.0倍であっても
当該コストは回収できず損失を被ること）、ならびにペナルティⅡの発生回数が月3回以上となれば契約不履行
（事前審査の再実施）になることを踏まえると、作為的な応動インセンティブ低下は防止できると考えられる。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_11_haifu.html
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22アセスメントⅡに関する振り返り（１／４）

出所）第9回需給調整市場検討小委員会（2019年3月5日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html

◼ 需給調整市場においては、リクワイアメント（ΔkWが落札された際に果たす必要がある義務）を、市場参加者が
果たせるかどうかを事前に確認（事前審査）し、また、ΔkWが落札された際には、リクワイアメントを果たせたかどうか
を事後に確認（アセスメント）する必要がある。

◼ 第9回本小委員会において、アセスメントについては、「ΔkWの供出可否の確認（アセスメントⅠ）」と、「応動実績
の確認（アセスメントⅡ）」の2つのアセスメントに整理したうえで、アセスメントⅡは「発電機等の応動実績が、一般
送配電事業者の指令に対して、商品の要件を満たした上で応動していることを確認する」考え方とした。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html


23アセスメントⅡに関する振り返り（２／４）

◼ これまでに、商品毎のアセスメントの考え方やその具体的な実施方法等について整理してきたところ。

◼ 例えば、三次①単一商品の場合は、「実出力（もしくは需要実績）と基準の差を1分毎に確認し、計測点の90%
以上が許容範囲内（落札されたΔkW±10%）に収まっていれば、アセスメントⅡに適合」と評価されるとした。

◼ なお、三次①および三次②の取引は既に開始しており、実際にアセスメントが実施されている。

出所）第17回需給調整市場検討小委員会（2020年6月12日）資料2-1
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_17_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_17_haifu.html


24アセスメントⅡに関する振り返り（３／４）

◼ 複合商品のアセスメントⅡについては、一つの値として出力される応動実績を分解する手法が確立できていないこと
等の理由により、落札された複合商品の複数の指令信号を一体の指令とみなし、その指令への追従性を確認する
こととしていた。また、アセスメントⅡにおける許容範囲については、単一商品で整理した許容範囲を足し合わせたもの
（複合商品に一次が含まれる場合は、一次のΔkW落札量も許容範囲に含む）と整理した。

◼ その他、単一商品として約定し、余力活用により他の機能を使用している（落札商品以外の応動を含む）場合は、
GF影響を除いて単一商品のアセスメントⅡを実施するか、複合商品としてアセスメントⅡを実施することと整理したが、
以下については明確になっていなかった。

➢ 一部の商品における、アセスメントⅡ方法の取り扱い

➢ 複合商品としてアセスメントⅡを実施し、不適合となった際の具体的な取り扱い



25（参考）複合商品のアセスメントⅡに関する基本的な考え方

出所）第25回需給調整市場検討小委員会（2021年9月17日）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html


26（参考）複合商品のアセスメントⅡに関する実施方法

出所）第25回需給調整市場検討小委員会（2021年9月17日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html


27（参考）複合商品のアセスメントⅡに関する許容範囲の設定方法

出所）第25回需給調整市場検討小委員会（2021年9月17日）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html


28（参考）三次①（EDC）と他の機能（GF・LFC）を含むアセスメント

出所）第18回需給調整市場検討小委員会（2020年8月7日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_18_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_18_haifu.html


29（参考）三次①（EDC）とGFを含むアセスメントⅡ

出所）第18回需給調整市場検討小委員会（2020年8月7日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_18_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_18_haifu.html


30（参考）落札した商品以外の指令を受けた場合のアセスメントⅡ

出所）第28回需給調整市場検討小委員会（2022年2月24日）資料3-1をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_28_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_28_haifu.html
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落札商品 アセスメントⅡの実施方法 課題記号（後述）

一次 単一応動のため、単一商品のアセスメントⅡを実施 ー

二次① 同上 ー

二次② 同上 ー

三次① 同上 ア

三次② 同上 ー

複合商品 一体指令とみなし、複合商品のアセスメントⅡを実施 イ

アセスメントⅡに関する振り返り（４／４）

◼ これまでに整理を行った商品毎のアセスメントⅡの実施方法は下表のとおり。

【落札した商品以外の応動を含まない場合（余力活用を行わない場合）】

落札商品 アセスメントⅡの実施方法 課題記号（後述）

一次 複合応動のため、複合商品のアセスメントⅡを実施 ウ

二次① 同上 ウ

二次② 同上 ウ

三次①
GF影響を除いて単一商品のアセスメントⅡを実施
複合応動のため、複合商品のアセスメントⅡを実施

ウ

三次② 複合応動のため、複合商品のアセスメントⅡを実施 ウ

複合商品 同上 ウ

【落札した商品以外の応動を含む場合（余力活用を行う場合）】

本日の議論箇所
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33アセスメントⅡに係る課題について

◼ 現在までに顕在化したアセスメントⅡに係る以下の課題について、今後も適切なアセスメントを実施するため、検討
が求められているところ。

➢既に取引の開始されている三次①において、アセスメントⅡ不適合となる事例が発生したため、要因を分析・特定
する必要がある。（課題ア）

➢第25回本小委員会において、複合商品のアセスメントを整理した際、その考え方を基に既存電源の発電出力
実績が許容範囲に収まっているか分析を行ったところ、許容範囲を逸脱する事例が発見されたため、その要因を
分析・特定する必要がある。（課題イ）

➢落札した商品以外の指令を受けた場合（同一のリソースが余力活用により複数の指令信号に対して応動した
場合）のアセスメントⅡ方法が明確になっていないため、明確にする必要がある。（課題ウ）

課題記号 対象商品 課題

ア 三次① アセスメントⅡ不適合の要因特定

イ 複合商品 アセスメントⅡ許容範囲逸脱の要因特定

ウ 全商品 落札商品以外の応動を含む場合のアセスメントⅡ方法の明確化
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35（課題ア）三次①アセスメントⅡ不適合の要因特定（１／２）

◼ 2022年4月より三次①の取引が開始され、取引開始から約1年経過したところ、あるリソースにおいて、アセスメント
Ⅱ不適合が月3回以上発生し、再審査となった事例があった。

◼ 再審査の結果、リソースの応動には問題がなかったことから、一般送配電事業者にて不適合となった要因を調査した
ところ、リソース自体は適切な応動をしているにも関わらず、アセスメントⅡ不適合となっていることが判明した。

◼ 万が一、不当な理由でアセスメントⅡ不適合となっていた場合、調整力提供者や市場への影響が大きいことから、
慎重な対応が必要と考え、本事例の要因分析および対応の方向性を検討した。



36（課題ア）三次①アセスメントⅡ不適合の要因特定（２／２）

◼ 要因分析を進めたところ、リソース側の計測出力と一般送配電事業者側の計測出力に差が生じており、不適合の
要因は、一般送配電事業者側の計測出力変換器スペックが低い（計測粒度が荒い）ためと判明した。

◼ 上記の事象を解消するためには、変換器を適切なスペックのものに交換することが考えられるものの、相応のコストと
調整力提供者負担※1が発生することになることを踏まえ、当面の間、アセスメントⅡ不適合が一般送配電事業者
起因であることが明らかな場合は、アセスメントⅡ不適合としないこととしてはどうか※2（全商品共通）。

◼ 上記については、調整力提供者から申し出があった場合や再事前審査により応動に問題がない場合等には、一般
送配電事業者と調整力提供者間で個別協議を行い、一般送配電事業者起因であることが明らかとなった際には、
速やかに対応することとする。

◼ また、将来的には、こうした一般送配電事業者起因でのアセスメント不適合が発生しないよう、一般送配電事業者
が適切に対応していくこととしたい。

※1 変換器を交換する際に一定期間リソースを停止する必要があり、その間、調整力提供者の発電が制限される。
※2 今回の整理は、過去に発生した事象に対しては、原則、遡及適用はしないこととする。



37（参考）変換器スペックに起因するアセスメント不適合（イメージ）

指令値

リソース側
計測出力

一般送配電事業者側
計測出力

指令値

指令値変更
（上げ調整）

◼ リソース側は一般送配電事業者の指令に応じて適切に上げ調整をしているが、一般送配電事業者側の変換器
粒度が荒く、一般送配電事業者が適切に上げ調整を監視できていない事象があった。

許容範囲

許容範囲

変換器スペックによりリソース
単体の出力にズレが生じ、許容
範囲を逸脱した評価となった

リソースの構内

G

リソース側
計測出力

変換器

通信設備

変換器

リソース側
計測出力

一般送配電事業者側
計測出力

中央給電指令所

一般送配電事業者側
計測出力
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39（課題イ）複合商品のアセスメントⅡ許容範囲逸脱の要因特定（１／２）

◼ 第25回本小委員会において、既存の調整電源（電源Ⅰ・Ⅱ）の応動実績が複合商品のアセスメントⅡの許容
範囲に収まっているか分析を行ったところ、許容範囲を逸脱する事例が発見された。しかしながら、その要因がリソース
に起因するものか、許容範囲を適切に設定できていないことによるものか特定できないことから、明らかにリソース側の
応動に不備が確認された場合に限り、ペナルティの対象とすることとしていた。

◼ その後、第28回本小委員会における意見募集において、「許容範囲から逸脱する要因の特定を早急に進め、単一
商品と同様、適切に複合商品のアセスメントⅡを実施してほしい」との要望を受け、2024年度の取引開始に向けて、
一般送配電事業者にて要因の特定を進め、適切にアセスメントⅡを実施できるよう検討を進めることとしていた。

◼ 今回、本事象の要因分析を実施したため、その内容について報告する。

出所）第25回需給調整市場検討小委員会（2021年9月17日）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html

【既存調整電源の応動実績を用いたアセスメントⅡの結果（第25回本小委員会）】

アセスメントⅡの許容範囲
を逸脱する事例を確認

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html


40（課題イ）複合商品のアセスメントⅡ許容範囲逸脱の要因特定（２／２）

◼ 一般送配電事業者にて要因分析を進めたところ、アセスメントⅡ許容範囲の逸脱は、複合商品の許容範囲を適切
に設定できていなかったことが主たる要因であり、EDC・LFCの指令信号が”一括かつパルス”のエリアにおいて発生した
事象であることが判明した。

◼ 複合商品に対しては、需給状況により様々な指令を発信するため、ある指令がいずれに起因するものかを見極め、
適切に許容範囲を設定する必要がある。今回のアセスメントⅡにおいては、一括指令がいずれの指令に起因するか
を考慮せず、EDCおよびLFCの許容範囲を変更する仕様となっていたため、許容範囲を逸脱する結果となった。
（また、一部では商品要件を満たしていなかったといったリソース側の要因も発見されたが、こうしたリソース側の要因
＿については、事前審査により是正、またはアセスメント不適合として処理されることとなる）

◼ 今回の要因分析を受け、指令信号が”一括かつパルス”のエリアにおいては、いずれの指令に起因するものかを判断
したうえで、許容範囲として設定することとする。

◼ 上述のとおり、複合商品のアセスメントⅡ許容範囲逸脱の要因が特定できたことから、2024年度の取引開始時に
おいては、適切に複合商品のアセスメントⅡを実施し、不適合時にはペナルティとすることを基本としてはどうか。
なお、今後、検討すべき課題が新たに生じた場合はこの限りではない。



41（参考）複合商品のアセスメントⅡの実施にあたり考慮すべき事項について

出所）第25回需給調整市場検討小委員会（2021年9月17日）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html


42（参考）複合商品のアセスメントⅡに関する要望と対応方針について

出所）第28回需給調整市場検討小委員会（2022年2月24日）資料3-1をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_28_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_28_haifu.html


43（参考）エリア別LFCの機能・仕様

出所）第19回需給調整市場検討小委員会（2020年9月29日）資料2-2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_19_haifu.html

◼ EDC・LFCの指令信号が”一括かつパルス”のエリアは中部のみ。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_19_haifu.html


44（参考）複合商品のアセスメントⅡ許容範囲の設定方法

◼ アセスメントⅡ不適合（見直し前）時は、EDC起因の一括指令※に対してEDCおよびLFCの許容範囲を変更して
いたため、許容範囲を逸脱する結果となった。

◼ 適切な許容範囲を設定するためには、一括指令がEDC、LFCいずれの指令に起因するかを考慮する必要がある。

◼ そのため、今後は一括指令がLFC起因と判定した場合に限り、LFC許容範囲を変更するよう対応することとする。

＜見直し前＞ ＜見直し後＞
発電機出力
EDCおよびLFCの合成目標値
EDC目標値
EDC許容範囲
LFC許容範囲

一括指令一括指令

凡例

許容範囲を逸脱

【許容範囲の設定方法（イメージ）】

出力値 出力値

EDC起因の指令のため、LFC許容範囲は拡大しない

時間 時間

LFC許容範囲
を変更

※指令は発電機出力と「EDCおよびLFCの合成目標値（以下、目標値）」に乖離がある際に発信される



45（参考）既存調整電源の応動実績におけるアセスメントⅡ結果の再確認

◼ 既存の調整電源の応動実績が複合商品のアセスメントⅡの許容範囲に収まっているかを改めて分析したところ、
見直し後において、応動実績は許容範囲から逸脱していないことを確認した。

＜見直し前＞ ＜見直し後＞
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47（課題ウ）落札商品以外の応動を含む場合のアセスメントⅡ方法の明確化（１／２）

◼ 第18回本小委員会において、三次①（EDC）の応動と他の信号（LFC・GF）による応動が同時にあった場合、
GF成分を含む応動は、GF成分を除くことで三次①のアセスメントⅡを実施すると整理していた。なお、LFC成分を
含む応動は一旦アセスメントⅡ対象外とし、継続検討としていた。

◼ 他方、第28回本小委員会において、落札した商品以外の指令を受けた場合のアセスメントⅡとして、「まずは複合
商品としてアセスメント実施し、アセスメント不適合となった場合は、リソースの応動が落札した商品の要件を満たして
いない場合に限り、ペナルティの対象とする」と整理した。

◼ 上述の整理において、以下2点が明確になっていなかった。

➢ 三次①において、GF影響を除いてアセスメントⅡを実施するのか、複合商品のアセスメントⅡを実施するのか

➢ 複合商品のアセスメントを実施し、不適合となった際は具体的にどのように対応するのか



48（課題ウ）落札商品以外の応動を含む場合のアセスメントⅡ方法の明確化（２／２）

◼ 第25回本小委員会において、複合商品として全ての機能を含む応動のアセスメントを整理したこと、また、商品全体
の整合を考慮すると、落札商品に関わらず、落札商品以外の応動を含む場合のアセスメントⅡについては、複合
商品のアセスメントⅡを実施することとしてはどうか。

◼ また、複合商品のアセスメントⅡを実施し、不適合となった場合は、落札商品の応動のみを切り分け判別する手法が
確立しておらず、リソース応動が落札商品の要件を満たしているか特定できない（責任の所在を明らかにできない）
こと、ならびに落札商品以外（余力活用電源）の応動についても、正しく応動しない場合は他の調整力発動による
周波数影響や非経済性もあり、正しく応動してもらうことが望ましいことから、原則、アセスメントⅡ不適合（前述の
整理どおりペナルティ強度は1.0倍）としてはどうか。なお、落札商品の要件を満たしていることが明らかな（何らか
の手段で特定可能な）場合はアセスメントⅡ不適合としない等、調整力提供者からの個別協議要望には適切に
応じることとする。

◼ また、一次～三次①の応動を含むリソースにおいて、一次のみの応動を切り分けたアセスメントⅡ方法については、
継続して検討を実施することとしたい。

落札商品以外の
応動を含むリソース

不適合

適合
対価支払い

複合商品の
アセスメントⅡを実施

アセスメントⅡ不適合

＜アセスメントの流れ（イメージ）＞

※ペナルティ強度は1.0倍

あり

なし

個別協議
の要望

落札商品の要件を
満たしているか等の

調査

落札商品の要件を満たしてい
ることが明らか

アセスメントⅡ不適合

対価支払い

※ペナルティ強度は1.0倍

落札商品の要件を満たして
いることが明らかでない

※余力活用に関する契約を
一般送配電事業者と締結している前提



49（参考）今回整理内容の建付けについて

◼ 第28回本小委員会において、落札商品以外の応動を含む場合は複合商品のアセスメントⅡを実施し、不適合と
なった際は、落札商品の要件を満たしているかを確認し、落札商品の要件を満たしていない場合に限り、アセスメント
Ⅱ不適合とすると整理していた。

◼ その後、落札商品の要件を満たしているかを確認する方法について検討を行ったものの、落札商品の応動のみを
切り分け判別する手法が確立できないことから、汎用的な確認方法を定めることは困難であることが判明した。

◼ このため、複合商品のアセスメントⅡが不適合となった時点で、落札商品の要件を満たしているとは言えないことから、
原則、アセスメントⅡ不適合と整理することとした。

◼ 他方で、個別事情（協議）により、要件を満たしていることが確認できる場合はアセスメントⅡ不適合としない整理
としており、建付け（考え方）としては従来の整理と同じことになる。

落札商品以外の
応動を含むリソース

不適合

適合
対価支払い

複合商品の
アセスメントⅡを実施

落札商品の要件を
満たしているか確認※

満たしている

満たしていない

対価支払い

アセスメント不適合

＜従来整理していたアセスメントの流れ＞

※確認手法は調整力提供者と属地エリアの一般送配電事業者間で個別協議

※余力活用に関する契約を
一般送配電事業者と締結している前提



50（参考）複合商品のアセスメントⅡに関するペナルティの考え方

出所）第25回需給調整市場検討小委員会（2021年9月17日）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html


51（参考）三次①におけるアセスメントⅡの方法について

出所）第18回需給調整市場検討小委員会（2020年8月7日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_18_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_18_haifu.html


52（参考）第25回本小委員会での議論

第25回本小委員会 議事録抜粋

（辻委員）

1点目は 11 ページに記載の通り、現実的に切り分けが難しいので案２とすることについてはやむを得ないと考える。し
かし、一次調整力とそれ以外の商品は、周波数偏差に応じて動くか、制御信号に追従して応動するかどうかで質の違う
部分があるため、せめて一次調整力だけでも切り分けることができれば良いと考えるが技術的に簡単ではないと理解する。

（事務局）

一次調整力について特性が違うのはご指摘通りである。将来的に一次調整力の要素だけをフィルタリングで取り出すこ
とができれば、一次調整力の単一商品で定めた調定率に基づく評価もし得ると考えるが、それまでの間はガバナフリー
機能を使ってるかどうか確認しながら応動性についても評価していく。
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54まとめ（１／２）

＜金銭的ペナルティ＞

◼ アセスメントⅠは調整力提供者が意図的に確保しない場合もありうる一方、アセスメントⅡは調整力提供者の意図
とは別に不適合となりうること、ならびに市場参加インセンティブや一般送配電事業者の収支構造（ペナルティ時に
極力差損を発生させない）を考慮し、ペナルティⅡのみ強度を1.0倍にすることとしてはどうか。

＜アセスメントⅡ＞

◼ アセスメントⅡに係る課題について、以下のとおり整理してはどうか。

課題
記号

対象
商品

課題 対応の方向性

ア 三次①
アセスメントⅡ不適合
の要因特定

➢ アセスメントⅡ不適合が、一般送配電事業者起因であることが
明らかな場合は、アセスメントⅡ不適合としない（全商品）

イ
複合
商品

アセスメントⅡ
許容範囲逸脱の
要因特定

➢ EDC・LFCの指令信号が一括かつパルスのエリアにおいては、いずれ
の指令に起因するものかを判断したうえで許容範囲として設定する

➢ 2024年度の取引開始時には複合商品のアセスメントⅡを実施し、
不適合時にはペナルティとする

ウ 全商品

落札商品以外の応
動を含む場合の
アセスメントⅡ方法の
明確化

➢ 落札した商品以外の応動を含む場合のアセスメントにおいては、
複合商品のアセスメントⅡを実施する

➢ アセスメント不適合となった場合は、原則、アセスメントⅡ不適合
（ペナルティ強度1.0倍）とする

➢ 落札商品の要件を満たしていることが明らかな（何らかの手段で
特定可能な）場合は、アセスメントⅡ不適合としない



55

落札商品 アセスメントⅡの実施方法

一次 単一応動のため、単一商品のアセスメントⅡを実施

二次① 同上

二次② 同上

三次① 同上

三次② 同上

複合商品 一体指令とみなし、複合商品のアセスメントⅡを実施（不適合時はペナルティ）

まとめ（２／２）

◼ 今回整理を踏まえた商品毎のアセスメントⅡの実施方法と留意点は下表のとおり。

【落札した商品以外の応動を含まない場合（余力活用を行わない場合）】

落札商品 アセスメントⅡの実施方法

一次 複合応動のため、複合商品のアセスメントⅡを実施（不適合時は原則、アセスメントⅡ不適合）

二次① 同上

二次② 同上

三次① 同上

三次② 同上

複合商品 同上

【落札した商品以外の応動を含む場合（余力活用を行う場合）】

※全ての商品において、アセスメントⅡ不適合が一般送配電事業者起因であることが明らかな場合は、アセスメントⅡ不適合としない

赤字：今回整理事項


